
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分からなり、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
【請求項２】
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分と、このゴム弾性体部分内に埋設された
補強材部分とを有し、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
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ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
【請求項３】
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分と、このゴム弾性体部分の上部表面に積
層された補強材部分とを有し、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有床義歯（局部床義歯）に関し、特に使用者の装着時の不調和や着脱時の困難
さを改善し、また残存歯、粘膜面などを有効に保護して適用することができる局部床義歯
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、歯牙の喪失で入れ歯（有床義歯）を使用する人が増えているが、不適切な入れ歯で
は、痛くて噛めない、口を開けると外れる、入れ歯と歯茎の間に物が入りやすい、痛くて
入れていられない等、入れ歯に不満をもち、快適な食生活に支障をきたす場合が多い。
【０００３】
入れ歯、即ち義歯の維持・安定は、総入れ歯（全部床義歯、フルデンチャー）では、歯茎
と呼ばれる粘膜組織が義歯との吸着で維持・安定させるとし、歯茎に対する適合を重視し
ている。食べる時の咬合力の圧は、粘膜面に負担する構造である。一方、部分入れ歯（局
部床義歯、パーシャルデンチャー）では、残存歯に金属のバネと呼ばれる維持装置のクラ
スプで義歯の維持・安定がなされており、食べる時の咬合力の負担圧は、その多くを残存
歯がうける構造で、粘膜面と分担している。
【０００４】
歯牙を喪失したことにより、その残存組織は少なからずダメージを受け続ける。総入れ歯
での義歯の維持・安定は、義歯の適合性を高めることで生体での機能性が向上するとして
、義歯に加わる負担圧を粘膜負担に求めているが、粘膜面でのフラビーガム、骨隆起など
のアンダーゾーン部は、硬質の床材料では適合させるのは無理である。また、歯槽骨が吸
収されて低くなった顎提では、硬質の床材料が触れるだけで疼痛を訴える患者もいる。即
ち、総入れ歯における床材料にはアクリルレジン及び金属が用いられているが、これらの
材料が硬質であるため、義歯床下組織の顎提粘膜を刺激し、粘膜、歯槽骨の吸収が起こり
、疼痛等の症状を生じ、義歯が不適合になる結果となる。
【０００５】
部分入れ歯では、残存歯に加わる負担圧が過大であると、残存歯を締め付けたり、ねじっ
たり、押さえ付け、これにより歯根膜や支持骨等の歯周組織を破壊し、疼痛、動揺を起こ
し、残存歯を抜歯しなければならない事態が生じ得る。また、逆にその維持力が不十分で
あると、義歯が脱離、動揺して、義歯として機能しないということになる。
【０００６】
従来、図９，１０に示したように、このような部分入れ歯（局部床義歯）３１は、義歯床
３２に人工歯３３の基部を埋め込み、固定すると共に、維持装置を取り付けたものが多く
用いられており、この維持装置により残存歯３５に維持するものであるが、このような維
持装置で広く利用されているものにクラスプ３４がある。このクラスプ３４は、図１２に
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示したように、連結部３４ａ、支持部３４ｂ、把持部３４ｃ、維持部３４ｄ（あるいは鉤
体、レスト、鉤腕、鉤尖）からなる。連結部３４ａは、義歯床３２とクラスプ３４とを連
結し、咀嚼時の義歯床３２に加わる負担圧を残存歯３５に伝達する役目をするもので、義
歯床３２中に埋入、鑞着、一体化された鉤体部分である。また、支持部３４ｂは、上記連
結部３４ａに連設されたもので、残存歯３５の咬合面に位置し、咀嚼時の垂直圧に対する
抵抗になり、義歯の沈下を防ぐ役目を行う、レストを中心とした鉤体部分である。把持部
３４ｃは、上記支持部３４ｂ両側から残存歯３５の上部側を取り巻くように延出されたも
ので、残存歯３５の咬合面からサベイライン３６までの頬舌側に位置し、咀嚼時の水平圧
に対する抵抗になり、義歯が側方に移動するのを防ぐ役目をするもので、残存歯面のアン
ダーカット部３７に入らない鉤腕部分である。更に、維持部３４ｄは、上記把持部３４ｃ
より先側の部分であって、残存歯３５の頬舌側サベイライン３６より下のアンダーカット
部３７に位置し、咀嚼時の咬合面方向への移動、離脱に対する抵抗になり、義歯が外れな
いという固定の役目を果たし、鉤腕のアンダーカット部３７に入る鉤尖の部分である。
【０００７】
この場合、クラスプ本来の機能の維持力は、残存歯のアンダーカット部の量や、鉤腕の長
さ、厚さ、幅、テーパー度、断面形態、鉤腕の形態、クラスプ材料の機械的性質などで決
定されるが、これらの構成部は、過大な負担圧になった場合、残存歯の歯周組織を刺激し
、外傷を与える結果になっている。
【０００８】
ここで、クラスプの維持力は、残存歯に依存する形態で二つのタイプに分けられる。その
一つのタイプは、上述した咬合面からサベイラインを横切ってアンダーカット部に入るタ
イプで、これには、エーカース鉤（図１３（Ａ））、リング鉤、双子鉤、ヘアピンクラス
プ（図１３（Ｂ））、バックアクション鉤、ハーフアンドハーフ鉤等がある。他のタイプ
は、歯肉側からアンダーカット部に入るタイプで、ＰＲＩスクラプ、ローチ鉤［Ｔ型（図
１３（Ｃ））、Ｌ型（図１３（Ｄ））、Ｉ型（図１３（Ｅ））］等のバークラスプがある
。
【０００９】
しかし、上記のクラスプによる維持装置を用いた部分入れ歯は、クラスプの周辺で食物や
唾液の流れを阻害し、食渣が停滞して、残存歯のプラーク付着の原因となり、プラークの
増加が歯周組織に病変をもたらし、残存歯と歯周組織を破壊する傾向を生じさせる。
【００１０】
また特に、従来の部分入れ歯にあっては、義歯着脱方向が残存歯と義歯床との間に空隙を
形成してしまう。即ち、従来の部分入れ歯の義歯床は、上述したようにアクリルレジンが
広く使用されているが、アクリルレジンは硬質であるため、その横方向の広がりは、隣接
する残存歯の最隆起部であるサベイラインを超えて残存歯側に進出し得ず、図１１に示し
たように、残存歯３５のサベイライン３６によってその幅Ｗが局限されるので、サベイラ
イン３６より下限の歯肉に向かって細くなる残存歯のアンダーカット部３７と義歯床との
間に隙間が形成され、これがクラスプと共に大きなアンダーポケットとなり、食渣の停滞
スペースとなるものである。この隙間は、死腔３８と呼ばれ、残存歯３５に隣接して頬舌
面のサベイライン３６より下側に存在するもので、プラークを容易に付着させ、残存歯の
歯周組織を破壊する原因となってしまうものであるが、従来の部分入れ歯にあってはやむ
を得ないものとして諦められていた。
【００１１】
更に、従来の部分入れ歯に用いるクラスプは、金属により形成されているもので、これに
は合金加工材を利用したワイヤークラスプ（線鉤）と合金を鋳造して作るキャストクラス
プ（鋳造鉤）がある。適合精度、歯面に緊密に接するということでは、困難な屈曲作業を
要するワイヤークラスプよりキャストクラスプの方が精密さをもち、異物感も少ないとさ
れている。しかし、鋳造時の鋳造欠陥（オーバーヒート、ひけ巣等）があり、金属精度を
損なうこともある。また、それぞれ本模型・複模型上で製作する課程があり、熟練した高
度な技術が必要となり、複雑な精密作業である。このため、入れ歯の製作に手間を要し、
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高度の熟練さが要求されていた。
【００１２】
また近年、義歯材料にアレルギーを示す患者が増えている。これは、レジン床中で増殖す
る細菌が生成する病原性物質と、合金成分から遊離する毒性の金属イオンとされている。
毒性がよく知られている合金成分は、ニッケル，ベリリウム，コバルト，カドミウム，銅
，パラジウム等である。これら毒性成分は、床、クラスプ、鑞着、電気メッキ等の成分で
あるから、生体親和性に影響を与えていると思われる。
【００１３】
以上のように、現在使用されている有床義歯の維持装置は、残存歯、歯周組織、義歯床下
の粘膜面を刺激し続けるものであり、特に残存歯、歯周組織に刺激を与え、これを酷使す
ることは、これを破壊する結果になる懸念が大きい。
【００１４】
このため、残存歯、歯周組織、義歯床の粘膜面に与える負担を最小限に止める入れ歯構造
が望まれる。この場合、かかる入れ歯構造は、アタッチメントのように残存歯に前処置と
して補綴物を製作する条件を必要としないものであることが要望される。即ち、残存歯に
補綴処置し、可轍構造をもった維持装置を補綴冠と義歯床側に装着し、負担圧を分散させ
、審美性が良いとされるアタッチメント義歯も従来から知られているが、健全な残存歯を
そのために犠牲にすることは良いとは考えられない。
【００１５】
また、この間の事情は、総入れ歯（全部床義歯）も同様である。上述したように、従来の
総入れ歯も義歯床下粘膜に過大な負担を与えるからである。更に、総入れ歯においても、
その義歯床が硬質のアクリルレジンを用いているため、歯肉粘膜面のアンダーゾーン部に
入り込めず、安定した装着が行い難いことから、義歯安定剤を併用することが行われてい
るものであり、このため義歯安定剤を用いなくても歯肉部に安定して装着し得る総入れ歯
が求められている。
【００１６】
なお従来、軟質裏装材としてシリコーン系ペーストを用いることが行われている。裏装と
は、義歯床が粘膜面との不適合で起こる異常に対し、義歯床の全体又は一部を追補、更新
することで、換床法（リベース）、床裏装（リライニング）のことであり、義歯の不適合
の解消をするものとされている。これは、粘膜面のクッション材代わりに用いられるが、
上述したように、義歯床は粘膜面のアンダーゾーン部に入り込むことがないので、裏装材
を用いても義歯の安定した装着は本質的に得られない。
【００１７】
一方、従来より、歯ぎしり、噛み合わせの異常、不正な歯並びの矯正、顎関節症の保存的
治療等で使用されるナイトガード、バイトプレーン、マウスピースなどの顎・口腔保護装
置においては、エチレン－ビニルアセテート樹脂などの軟性樹脂が用いられて形成されて
いるが、従来のこの種の顎・口腔保護装置にあっては、歯牙のアンダーカット部を覆いき
れず、維持構造上、圧に対応できず、弾力性、耐久性にも問題があり、本来の機能を発揮
しているとはいえないのが現状である。
【００１８】
また、このような軟性樹脂を用いたナイトガード、バイトプレーン、マウスピース等の顎
・口腔保護装置の構造も、上述した部分入れ歯と同様なプラーク付着の原因となり、プラ
ークの増加が歯周組織に病変をもたらし、残存歯の歯槽骨の吸収をもたらす。これら咬合
異常の患者では、欠損歯や孤立歯が多く、アンダーカット部を覆うことができず、咬合支
持域がなくなり、咬合崩壊になり治療困難となっている。矯正装置でも同様なアンダーポ
ケット（死腔）が存在する。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情を改善するためになされたもので、死腔等の隙間をなくして安定して
装着でき、着脱等において優れた使用性を有すると共に、使用感も良好であり、しかも残
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存歯、歯周組織、義歯床下粘膜などの装着箇所やその近傍に対する刺激が軽減された局部
床義歯を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するため、下記の局部床義歯を提供する。
請求項１：
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分からなり、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
請求項２：
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分と、このゴム弾性体部分内に埋設された
補強材部分とを有し、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
請求項３：
歯牙もしくは歯肉のアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係合してこれに係止される
ゴム弾性体からなる係合部を有する局部床義歯であって、
義歯床とこれに植設された人工歯とを有し、
上記義歯床が上記係合部を有するゴム弾性体部分と、このゴム弾性体部分の上部表面に積
層された補強材部分とを有し、かつ
上記義歯床のゴム弾性体部分が、人工歯の頬舌歯面側にそれぞれ存して歯肉に密着する支
持部と、及び係合部として、隣接する残存歯の対向歯面の少なくともサベイラインからア
ンダーカット部に至る面に密着する維持部と、この維持部の両側から上記残存歯側にそれ
ぞれ延出され、この残存歯の頬舌歯面の少なくともサベイラインより下側のアンダーカッ
ト部面に密着する把持部とを有するものであることを特徴とする局部床義歯。
【００２１】
本発明者は、上記目的を達成すべく、複雑な加工を伴うことのない、簡単に製作し得る構
造で、生体親和性が良く、残存歯、歯周組織、義歯床下の歯肉粘膜面などに過大な負担を
与えることのない局部床義歯につき鋭意検討を行った結果、上述したように、ゴム弾性体
、特にシリコーンゴム、中でも付加反応硬化型シリコーンゴム組成物を硬化して得られる
シリコーンゴム（以下、単に付加型シリコーンゴムという）を用いることにより、これが
残存歯、歯肉粘膜に密着すると共に、残存歯のサベイライン下のアンダーカット部、ある
いはフラビーガムや骨隆起などのアンダーゾーン部に入り込むように係合部を形成しても
、容易に着脱でき、しかもしっかりとアンダーカット部又はアンダーゾーン部に係止され
、残存歯、歯周組織、粘膜組織に負担を与えることが少ないものであることを知見したも
のである。
【００２２】
更に詳述すると、本発明の局部床義歯は、ゴム弾性体、特にシリコーンゴムを用いること
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で、上記請求項１～３のいずれの態様としても、残存歯及び歯肉に密着した義歯床構造と
することができ、従来のアクリルレジンや金属では不可能であった残存歯のアンダーカッ
ト部にも密着した支持構造を義歯床に与えることができるので、従来問題となっていた死
腔をなくすことができ、義歯と残存歯との間の隙間をなくして食渣の停滞をなくすことが
でき、また、シリコーンゴム等のゴム弾性体が残存歯の頬舌両歯面のアンダーカット部面
に密着して残存歯を把持する構造に形成することができるので、部分入れ歯が残存歯に確
実に支持されると共に、残存歯はその歯面全周のほぼ半分がシリコーンゴム等のゴム弾性
体に密着した状態で義歯を支持するので、クラスプの鉤尖部分のみで義歯を局部的に支持
する従来の義歯構造と異なり、残存歯に負担を与えることが非常に少なく、残存歯の歯周
組織に負担をかけることも少ない。しかも、義歯床部分がこのように残存歯の周面最隆起
ラインであるサベイラインより下側の引っ込んだ細いアンダーカット部に進出した延出構
造を有していても、この部分はシリコーンゴム等のゴム弾性体によって形成されているの
で、部分入れ歯の着脱時に容易に弾性変形して簡単に着脱を行うことができ、使用性に優
れたものである。更に、義歯床下面は歯肉粘膜面に密着し、義歯床と歯肉との間に隙間は
生じ難いので、義歯床と歯肉との間に食渣などが入り込むことがないと共に、このように
義歯床が歯肉に密着して支持されるので、義歯床下の粘膜への負担も軽減する。
【００２３】
また、金属製クラスプを使用しなくてもよいので、クラスプによる唾液、食渣などの流れ
を阻害することがなくなると共に、金属アレルギーなど生体親和性を損なうおそれもない
。
【００２４】
総入れ歯（全部床義歯）においても、歯肉粘膜面の装着箇所全面に密着すると共に、シリ
コーンゴム等のゴム弾性体の係合部がフラビーガム、骨隆起部などのアンダーゾーン部に
膨出して歯茎にしっかりと支持され、義歯床下粘膜に対する負担が軽減し、着脱も容易で
ある。
【００２５】
従って、本発明にかかる有床義歯は、従来義歯における義歯患者の装着時の不調和や着脱
時の困難さを改善し得たものであり、義歯患者の苦痛を軽減し、残存歯、粘膜面などを保
護した新しい維持構造を与えるものである。
【００２６】
また、ナイトガード、バイトプレーン、マウスピース等の顎・口腔保護装置としても有効
であり、その連設部に形成したシリコーンゴム等のゴム弾性体による係合部で歯牙のアン
ダーカット部又は歯肉のアンダーゾーン部にしっかりと支持されるので、歯牙を確実に保
護することができ、特に歯牙被覆保護部をシリコーンゴム等の弾性体により連設部と一体
構造に形成することにより、歯牙と密着してより確実な保護を与えるものである。
【００２７】
このように、本発明の局部床義歯は、従来のこの種の装置が有していた課題を解決した維
持構造をもつものであり、咀嚼圧などの圧力に対して圧力を緩和、吸収し、反発する抵抗
となる弾性と、低収縮性の優れた形態再現性を与える構造であり、残存歯、歯周組織、義
歯床下の粘膜面に密着する構造を与えることで、失われた機能の再現となり、吸収した粘
膜面の弾性の再現、失われた歯根膜代わりの維持の再現になり得るものである。ゴム弾性
体の高度な形態再現性は、凹凸な歯面、粘膜面に密着し、吸着する作用を与え、その弾性
力は、負担圧の反発力で残存歯、粘膜面に負担圧を伝達することがなく保護する構造にな
る。
【００２８】
【発明の実施の形態及び実施例】
以下、本発明の好適な実施例について、図１～８を参照して説明する。
図１，２は、本発明の一実施例にかかる部分入れ歯（局部床義歯）を示すもので、この部
分入れ歯１は、義歯床２と、この義歯床２に植設された人工歯３とからなる。
【００２９】
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上記義歯床２は、支持部２ａ，維持部２ｂ，把持部２ｃからなるもので、この例にあって
は、義歯床２全体が付加型シリコーンゴムにより形成されている。上記支持部２ａは、上
部に人工歯３が植設されていると共に、下面が装着すべき歯茎に相応して歯茎に密着した
形状に形成されている。上記維持部２ｂは、隣接する残存歯４との対向面に相応し、これ
と密着した壁部を有するもので、残存歯４のサベイライン４ａからその下側のアンダーカ
ット部４ｂに膨出した膨出部（係合部）２ｄを有し、この膨出部面が残存歯４のアンダー
カット部面に密着することにより、死腔は存在せず、残存歯４との間に隙間が生じないよ
うに形成されている。上記把持部２ｃは、上記維持部２ｂの両側からそれぞれ残存歯４方
向に（外側方に）延出、形成されたもので、内面が残存歯４の頬舌両歯面に相応してこれ
に密着したものであり、そのアンダーカット部４ｂに膨出してアンダーカット部面に密着
する膨出部（係合部）２ｄを有するものである。この場合、上記把持部２ｃの残存歯４へ
の延出程度は、残存歯４の頬舌歯面のほぼ半分の幅程度とすることができ、残存歯４の舌
側サベイライン４ａ下のアンダーカット部４ｂと、残存歯４の義歯対向面のアンダーカッ
ト部４ｂとにおいて、審美性を考慮し、またアンダーカット部４ｂに対する上記膨出部２
ｄの係止具合を考慮して適宜選定される。
【００３０】
ここで、上記支持部２ａは、歯肉粘膜面に密着して広範囲でその弾性により義歯の沈下に
抵抗する。なお、支持部２ａは、必要により、歯肉の骨隆起部下のアンダーゾーン部まで
延出して、アンダーゾーン部に向けて膨出する膨出部（係合部）を形成し、骨隆起部に係
止するように構成することもできる。また、上記維持部２ｂは、図３（Ａ）に示したよう
に、その膨出部２ｄが隣接する残存歯４のアンダーカット部４ｂに係合、密着して、その
弾性が義歯の離脱に抵抗し、更に、把持部２ｃは、図３（Ｂ）に示したように、その膨出
部２ｄが残存歯４の頬舌歯面のアンダーカット部４ｂに係合、密着し、この点でも義歯の
離脱に抵抗すると共に、その弾性が義歯の側方運動に抵抗する。
【００３１】
上記義歯床２を形成する付加型シリコーンゴムとしては、公知の付加反応硬化型シリコー
ンゴム組成物、即ちビニル基等のアルケニル基を分子中に２個以上有するオルガノポリシ
ロキサンと、ケイ素原子に結合する水素原子（ＳｉＨ基）を分子中に２個以上有するオル
ガノハイドロジェンポリシロキサンと、白金系触媒等の付加反応触媒とを必須成分とし、
更に必要により、シリカその他の充填剤や歯肉色に着色するための色素などを配合したも
のを硬化したものが用いられる。このシリコーンゴム組成物としては、成形取り扱い性な
どの点で液状であるものが好ましいが、これに限定されるものではない。なお、シリコー
ンゴム組成物としては市販品を用いることができ、例えば信越化学工業（株）製の付加型
のものなどを用いることができる。
【００３２】
上記付加型シリコーンゴムは、その組成物の硬化性が優れていると共に、取り扱い性が良
く、生体親和性に優れている上、適度な弾性力、弾性復元力を有し、強度的にも強く、更
に印象形態再現性にも優れ、上記義歯床を形成するのに最適な材料であり、本発明者は、
種々のゴム材料の中でこの付加型シリコーンゴムが本発明の目的を達成する上で最も良い
ことを見出したものである。しかし、他の硬化型、例えば縮合型のシリコーンゴムも好適
に用いることができ、その他、生体親和性の良いゴム弾性体材料も有効に使用することが
できる。
【００３３】
上記付加型シリコーンゴム等のゴム弾性体材料の硬度は適宜選定され、必ずしも制限され
るものではないが、通常ＪＩＳ－Ａ硬度で１０～８０、特に２０～８０であるものが使用
される。この場合、義歯の維持力は、ゴム弾性体の硬度によって強弱を与えることができ
る。
【００３４】
なお、シリコーンゴム等のゴム弾性体からなる義歯床は、単一のゴム材料によって形成し
てもよいが、必要により、硬度の相違する付加型シリコーンゴム等のゴム材料を組み合わ
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せて形成することができる。例えば、粘膜吸収の多い場合、図４に示したように、その支
持部２ａの構成を、人工歯３が植設される基部２ａ－１を比較的硬いゴム材料にて形成す
ると共に、この基部２ａ－１の下側に軟らかいゴム材料からなる歯肉粘膜密着部２ａ－２
を形成した構成とすることができる。あるいは、上記のような比較的硬い基部２ａ－１に
対し、上記維持部２ｂを積層した構成とすることができる。この場合、上記基部２ａ－１
及び歯肉粘膜密着部２ａ－２は、共に付加型シリコーンゴム等のシリコーンゴムにより形
成することが好適であるが、基部２ａ－１を他のゴム材料によって形成し、歯肉粘膜密着
部２ａ－２はシリコーンゴムにて形成することができる。
【００３５】
また、図５（Ａ），（Ｂ）、図６（Ａ），（Ｂ）は、部分入れ歯１の別の態様を示すもの
で、図５は、ゴム弾性体内にアクリルレジン等の硬質樹脂又は金属材料からなる補強材５
を埋設して支持部２ａを形成したものであり、図６は、ゴム弾性体上に同様の硬質樹脂又
は金属材料からなる補強材５の層を積層して支持部２ａを形成し、図４と同様に構成した
ものであり、補強材５により義歯の補強を計ったものである。この場合、図示したように
、補強材５に人工歯を植設することができる。
【００３６】
以上のように、部分入れ歯としては、種々の態様とすることができるが、本発明において
は、上記支持部の歯肉粘膜密着部、維持部、把持部は付加型シリコーンゴム等のシリコー
ンゴムにて形成することが好ましい。
【００３７】
上述した部分入れ歯によれば、従来の義歯着脱方向によって生じる歯間空隙、頬舌面のサ
ベイライン下のアンダーカット部にシリコーンゴム等のゴム弾性体による膨出部を密着さ
せることで、弾性力を維持力とする形態であるので、残存歯を締め付けたり、ねじったり
することなく、残存歯面、粘膜面に密着して義歯を安定させ、異物感のない形態を有し、
従来あった食渣の停滞がなくなり、スムーズな食物の流れをつくり、残存歯、歯周組織を
保護することができる。
【００３８】
また、上述したように、ゴム材料の弾性力あるいは硬度を選定することにより、残存歯の
アンダーカット部のあらゆる形状に対応してこれに係合、把握でき、負担圧に抵抗した確
実な支持を与え、この場合、ゴム材料、特に付加型シリコーンゴム等のシリコーンゴムの
印象形態再現性は、寸法変化のない形態を作り出し、残存歯面、粘膜面に高精度の適合を
もたらし、維持、安定を優れたものにしている。
【００３９】
図７（Ａ），（Ｂ）は、総入れ歯（全部床義歯）１１の一例を示し、この総入れ歯１１は
、義歯床１２と、この義歯床１２に植設された人工歯１３からなるものであり、義歯床１
２は、歯茎に装着されて歯肉に密着される基体１２ａと、その基体１２ａの両側下縁部に
連設され、歯肉に密着される垂下部１２ｂからなり、この垂下部１２ｂの内面には、粘膜
のフラビーガム１４又は骨隆起１５より下側のアンダーゾーン部に膨出してこれに係合、
密着する膨出部（係合部）１２ｃが形成されたもので、この例にあっては、義歯床１２全
体が付加型シリコーンゴムにて形成されている。
【００４０】
従って、この総入れ歯１１にあっても、基体１２ａが歯肉粘膜面に密着し、シリコーンゴ
ムの弾性力により義歯の沈下に抵抗し、粘膜に対する負担を軽減すると共に、上記膨出部
（係合部）１２ｃがアンダーゾーン部に係合、密着し、義歯の離脱に抵抗するものであり
、義歯の維持、安定を可能にするものであって、上述した部分入れ歯で説明した場合と同
様の作用効果を与える。なお、上記義歯床を形成するゴム材料は、他のシリコーンゴムあ
るいはその他のゴム弾性体であってもよく、また、義歯床を異なる硬度のゴム材料で形成
することや補強材の使用は部分入れ歯の場合と同様であるが、上記垂下部１２ｂは付加型
シリコーンゴム等のシリコーンゴムにて形成することが好ましい。
【００４１】
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なお、本発明においては、比較的硬質のシリコーンゴム等のゴム弾性体により人工歯を形
成することができ、これにより人工歯と義歯床がより一体化された有床義歯を得ることが
できる。
【００４２】
図８（Ａ），（Ｂ）は、ナイトガード、バイトプレーン、マウスピース等の顎・口腔保護
装置２１であり、これは歯牙に密着し、歯牙を被覆、保護する歯牙被覆保護部２２と、そ
の両側下縁部にそれぞれ連設され、歯肉粘膜面に密着する連設部２３とを有し、これら連
設部２３の内面には、歯（天然歯）２４のアンダーカット部に膨出して、これに密着、係
合する膨出部（係合部）２３ａが形成されたものであり、この例では、付加型シリコーン
ゴムにてその全体を形成したものである。この装置も、総入れ歯の場合と同様に、連設部
２３の膨出部２３ａがアンダーカット部に密着、係合して脱離が防止され、安定した維持
がなされると共に、保護部２２が歯牙に密着し、その弾性力により歯牙を外力から確実に
保護する。
【００４３】
なお、上記膨出部（係合部）は、保護装置の態様によっては、歯肉の骨隆起下側のアンダ
ーゾーン部に密着、係合するように形成することもできる。また、全体をシリコーンゴム
で形成したり、上記保護部を他の弾性材料にて形成し、連設部のみをシリコーンゴムで形
成したり、また、弾性力あるいは硬度の異なるゴム材料で保護部を形成したりなど、上述
した場合と同様の変更を加えることは任意である。この場合、この顎・口腔保護装置は、
弾性力乃至は硬度を自由に変化させることにより、種々の機能をもたせることが可能にな
り、広い応用範囲をもつものである。例えば、歯列矯正装置の弾線の代わりにシリコーン
ゴムの弾性力を用いて矯正することができ、模型上で歯牙の移動を設定し、ナイトガード
の形態で歯牙を覆うことにより、異物感もなく、無理なく歯牙の移動を行わせる矯正装置
が得られる。
【００４４】
【発明の効果】
本発明の局部床義歯は、残存歯、歯周組織などに負担を与えず、歯面や粘膜面に密着して
維持、安定し、装着、脱着も容易になり、食渣の停滞をなくし、異物感のない形態を有し
、生体に対し安全性が高いもので、硬質の床材料、金属のバネ（クラスプ）等の硬質樹脂
、金属材料が歯牙や歯肉面に直接接触することがないので、これらの材料による悪影響が
改善され、特に、死腔、歯間空隙がなくなり、従来の問題点を一挙に改善し得たものであ
る。
【００４５】
また、製作に際しては、困難な屈曲作業・鋳造作業、また着脱方向の設計、各々のクラス
プの設定、高価なアタッチメントを装備するための健全歯の削除及び補綴負担することが
なく、シート状の軟性樹脂やレジンを高価な機器によって圧接・吸引成型することもなく
、すべての工程において安価で簡単な重合作業で製作することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例にかかる部分入れ歯を示し、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は平面図
である。
【図２】同部分入れ歯を残存歯間に装着した状態を示し、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は平面
図である。
【図３】本発明にかかる部分入れ歯を装着した時の隣接した残存歯との密着態様を説明し
た概略図で、（Ａ）は維持部の膨出部が残存歯のアンダーカット部に密着した態様、（Ｂ
）は把持部の膨出部が残存歯のアンダーカット部に密着した態様を示す。
【図４】本発明の他の実施例にかかる部分入れ歯の断面図である。
【図５】本発明の別の実施例にかかる部分入れ歯を示し、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は断面
図である。
【図６】本発明の更に別の実施例にかかる部分入れ歯を示し、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は
断面図である。
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【図７】（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ総入れ歯の断面図である。
【図８】顎・口腔保護装置を示し、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は正面図である。
【図９】従来の部分入れ歯を残存歯間に装着した状態の正面図である。
【図１０】従来の部分入れ歯を残存歯間に装着した状態の平面図である。
【図１１】従来の部分入れ歯を残存歯間に装着する場合の状態を説明する正面図である。
【図１２】従来の部分入れ歯を残存歯に支持させるために用いるクラスプを示し、（Ａ）
は一部省略正面図、（Ｂ）は一部省略平面図である。
【図１３】（Ａ）～（Ｅ）はそれぞれ従来のクラスプを示す説明図である。
【符号の説明】
１　　　部分入れ歯（局部床義歯）
２　　　義歯床
２ａ　　支持部
２ｂ　　維持部
２ｃ　　把持部
２ｄ　　膨出部（係合部）
３　　　人工歯
４　　　残存歯
４ａ　　サベイライン
４ｂ　　アンダーカット部
５　　　補強材
１１　　総入れ歯（全部床義歯）
１２　　義歯床
１２ａ　基体
１２ｂ　垂下部
１２ｃ　膨出部（係合部）
１３　　人工歯
１４　　フラビーガム
１５　　骨隆起
２１　　顎・口腔保護装置
２２　　歯牙被覆保護部
２３　　連設部
２３ａ　膨出部（係合部）
２４　　歯
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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